
参考資料 

変更内容一覧 

 

変更内容を以下のように分類した。 

 

変更申請書の「４．変更理由」 具体的な変更内容 変更内容の分類 

(1)外運搬規則及び外運搬告示が改正された

ため 

①使用予定年数、使用予定回数の設定に関わるもの (1)-① 

②経年変化の考慮に関わるもの注) (1)-② 

③輸送容器に係る品質管理の方法等に関する説明書の追加注) (1)-③ 

(2)申請手続きガイドに基づき見直すため 章構成および記載の見直し (2) 

(3)輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱

方法を見直すため 

①取扱方法の明確化及びそれに関連するもの (3)-① 

②保守条件の明確化及びそれに関連するもの (3)-② 

(4)記載を適正化するため ①先行審査事例を参考に、記載の見直しが適切と判断したもの (4)-① 

②自主レビューに基づき記載を適正に見直したもの (4)-② 

注) (1)②、③のうち新たに追加した別紙１(ロ)章 F、別紙２品質管理の方法等に関する説明書は比較表から除く 
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別紙記載事項の変更前後比較表（章構成見直し） 

 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

- (記載なし) 
別紙１ 

(ロ)-F-1～ 

【核燃料輸送物設計変更承認申請書 別紙 1】 

(ロ)章 核燃料輸送物の安全解析 

F. 核燃料輸送物の経年変化の考慮 

(2) 

別紙 

ロ－Ｆ－１～ 

【核燃料輸送物設計変更承認申請書 別紙】 

ロ章 核燃料輸送物の安全解析 

Ｆ．規則及び告示に対する適合性の評価 

別紙１ 

(ロ)-G-1～ 

【核燃料輸送物設計変更承認申請書 別紙 1】 

(ロ)章 核燃料輸送物の安全解析 

G. 外運搬規則及び外運搬告示に対する適合性の評価 

(2) 

別紙 

ニ－Ａ－１～ 

【核燃料輸送物設計変更承認申請書 別紙】 

ニ章 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項 

別紙１ 

(ハ)-A-1～ 

【核燃料輸送物設計変更承認申請書 別紙 1】 

(ハ)章 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱方法 
(2) 

別紙 

ホ－１～ 

【核燃料輸送物設計変更承認申請書 別紙】 

ホ章 安全上の特記事項 

別紙１ 

(ニ)-1～ 

【核燃料輸送物設計変更承認申請書 別紙 1】 

(ニ)章 安全設計及び安全輸送に関する特記事項 
(2) 

別紙 

ハ－Ａ－１～ 

【核燃料輸送物設計変更承認申請書 別紙】 

ハ章 品質管理の基本方針 

別紙 2 

(イ)-1～ 

【核燃料輸送物設計変更承認申請書 別紙 2】 

(イ)章 輸送容器に係る品質管理の方法等(設計に係るものに限る。)に関する

説明書 

(2) 

別紙 1：輸送容器の設計及び核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関する説明書 

別紙 2：輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する説明書 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

イ－１ イ章 核燃料輸送物の説明 

Ａ. 目的及び条件 

１．使 用 目 的      軽水炉型原子力発電所の使用済燃料(BWR型)を、原子力

発電所内の乾式貯蔵施設から再処理工場に輸送するた

め。 

２．輸送容器の型名      ＨＤＰ－６９ＢＣＨ 型 

３．輸送物の種類      ＢＭ型核分裂性輸送物 

４．輸送制限個数      任意 

５．輸 送 指 数      10以下 

６．臨界安全指数      ０ 

７．輸送物の総重量      132.2トン以下（輸送架台は含まず） 

８．輸送容器の外形寸法  外径約 3.6m、長さ約 6.8m（上・下部緩衝体を含む） 

９．輸送容器の重量      110.8トン以下（輸送架台は含まず） 

10．輸送容器の材質      胴、底板―炭素鋼 

                            外筒―炭素鋼 

                            一次蓋―炭素鋼 

                            二次蓋―炭素鋼 

                            三次蓋―炭素鋼 

                            中性子遮蔽材―レジン 

                            伝熱フィン―炭素鋼（銅クラッド鋼） 

                            バスケット―ほう素添加ステンレス鋼及びアルミニウ

ム合金 

                            緩衝体―ステンレス鋼及び木材 

（ ） 

    11．輸送容器に収納する核燃料物質の仕様 

              核燃料物質の仕様を(イ)－第Ａ.１表に示す。 

12．輸 送 形 態      車両による陸上輸送あるいは船による海上輸送 

            いずれの場合も専用積載として輸送 

13．冷 却 方 法      自然空気冷却 

(イ)-1 (イ)章 核燃料輸送物の説明 

A. 目的及び条件 

1. 使用目的               軽水炉型原子力発電所の使用済燃料(BWR型)を、原子

力発電所内の使用済燃料乾式貯蔵施設(以下「乾式貯

蔵施設」という。)から再処理工場に輸送するため。 

2. 輸送容器の型名         HDP-69BCH型 

3. 輸送物の種類           BM型輸送物及び核分裂性輸送物 

4. 輸送制限個数           制限なし 

5. 輸送指数               10以下 

6. 臨界安全指数           0 

7. 核燃料輸送物の総重量   132.2トン以下(輸送架台は含まず) 

8. 輸送容器の外形寸法     外径約 3.6m、長さ約 6.8m(上・下部緩衝体を含む) 

9. 輸送容器の重量         110.8トン以下(輸送架台は含まず) 

10. 輸送容器の材質        胴、底板    ：炭素鋼 

                              外筒        ：炭素鋼 

                              一次蓋      ：炭素鋼 

                              二次蓋      ：炭素鋼 

                              三次蓋      ：炭素鋼 

                              中性子遮蔽材：レジン 

                              トラニオン  ：ステンレス鋼 

                              伝熱フィン  ：炭素鋼(銅クラッド鋼) 

                              バスケット  ：ほう素添加ステンレス鋼及びアルミ

ニウム合金 

                              緩衝体      ：ステンレス鋼及び木材 

    ( ) 

    11. 輸送容器に収納する核燃料物質の仕様 

                核燃料物質の仕様を(イ)-第 A.1表に示す。 

12. 輸送形態              車両による陸上輸送あるいは船による海上輸送 

              いずれの場合も専用積載として輸送 

13. 冷却方法              自然空気冷却 

14. 使用予定年数           60年 

15. 輸送容器の使用予定回数 10回 

16. 貯蔵予定期間           60年(設計貯蔵期間) 

 

 

 

 

(4)-② 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)-① 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

イ－１ Ｂ．輸送物の種類 

   ＢＭ型核分裂性輸送物 

(イ)-2 B. 核燃料輸送物の種類 

本核燃料輸送物の収納物は、特別形核燃料物質等以外のものに該当し、原子力規

制委員会の定める(A2値の 10万倍)を超える量の放射能を有する核燃料物質等に該当

する。また、収納物は核分裂性物質を含んでいる。 

したがって、本核燃料輸送物は BM型輸送物及び核分裂性輸送物として輸送する。 

(2) 

(4)-② 

イ－２ 

 

(イ)-3 

 

 

 

 

 

 

(4)-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

(4)-① 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

- (記載なし) (イ)-4 

 

 

(4)-① 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

- (記載なし) (イ)-5 

 

 

(4)-① 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

- (記載なし) (イ)-6 

 

 

(4)-① 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

- (記載なし) (イ)-7 

 

 

(4)-② 

イ－３ Ｃ．輸送容器 

１． 設計の概要 

  輸送物の全体図を(イ)－第Ｃ.１図に、縦断面図を(イ)－第Ｃ.２図に示す。 

  輸送容器外形は円筒形状である。輸送容器は輸送中には、(イ)－第Ｃ.３図に示

すように輸送架台に横置き状態に保持され、固縛装置で固定される。落下衝撃を緩

和するため、容器の上部及び下部に緩衝体が取り付けられている。 

(イ)-8 C. 輸送容器 

1. 設計の概要 

核燃料輸送物の全体図を(イ)-第 C.1図に、縦断面図を(イ)-第 C.2図に示す。 

輸送容器外形は円筒形状であり、トラニオンがあるが不要な突起物はない。ま

た、輸送容器の表面は滑らかに仕上げており、表面の汚染の除去は容易である。輸

送容器は輸送中には、(イ)-第 C.3図に示すように輸送架台に横置き状態に保持さ

れ、固縛装置で固定される。落下等の衝撃を緩和するため、容器の上部及び下部に

緩衝体が取り付けられている。 

 

 

 

(4)-② 

(以下同様) 

 

イ－４ (１) 本   体 

本体縦断面図を(イ)－第Ｃ.５図に、横断面図を(イ)－第Ｃ.６図に示す。 

本体の主要構成物は胴、底板、伝熱フィン、中性子遮蔽材、外筒、上部及び下

部トラニオンである。 

(イ)-9 (1) 本体 

本体縦断面図を(イ)-第 C.5図に、横断面図を(イ)-第 C.6図に示す。 

本体の主要構成物は胴、底板、伝熱フィン、中性子遮蔽材、外筒及び上・下部

トラニオンである。 

 

 

 

(4)-② 

イ－４,５ 輸送容器及び輸送物は原子炉建屋において、垂直吊り又は水平吊りで取り扱われ

る。輸送船及びトレーラへの積み降ろしでは輸送架台の付いた状態で水平吊りされ

る。輸送時には輸送架台に固縛され、輸送架台は船倉やトレーラ荷台に固定される。

乾式貯蔵施設内における貯蔵時には貯蔵架台に固縛され、貯蔵架台は床に固定され

る。 

輸送容器及び輸送物を単体で垂直吊りする場合には、上部トラニオン 4個の外径φ

140 mm部分を使用する。 

輸送容器及び輸送物を単体で水平吊りする場合には、上・下部トラニオンの 90゜、

270゜方向の二対の外径φ140 mm部分を使用する。 

輸送架台に固縛した輸送容器及び輸送物を水平吊りする場合には、単体の水平吊り

と同様に上・下部トラニオンの 90゜、270゜方向の二対の外径φ140 mm部分を使用す

る。 

(イ)-9,10 輸送容器及び核燃料輸送物は原子炉建屋において、垂直吊り又は水平吊りで取り扱

われる。輸送船及びトレーラへの積み降ろしでは輸送架台の付いた状態で水平吊りさ

れる。輸送時には輸送架台に固縛され、輸送架台は船倉やトレーラ荷台に固定され

る。乾式貯蔵施設内における貯蔵時には貯蔵架台に固縛され、貯蔵架台は床に固定さ

れる。 

輸送容器及び核燃料輸送物を単体で垂直吊りする場合には、上部トラニオン 4個の

外径φ140mm部分を使用する。 

輸送容器及び核燃料輸送物を単体で水平吊りする場合には、上・下部トラニオンの

90゜、270゜方向の二対の外径φ140mm部分を使用する。 

輸送架台に固縛した輸送容器及び核燃料輸送物を水平吊りする場合には、単体の水

平吊りと同様に上・下部トラニオンの 90゜、270゜方向の二対の外径φ140mm部分を使

用する。 

(4)-② 

(以下同様) 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

イ－７ 

 

(イ)-12 

 

 

 

(4)-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)-① 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

イ－８ 

 

(イ)-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)-① 

イ－９ ５．重     量 

本輸送物の総重量は 132.2トン以下であり、その詳細を(イ)－第Ｃ.３表に示す。 

(イ)-14 5. 重量 

本核燃料輸送物の総重量は 132.2トン以下であり、その詳細を(イ)-第 C.3表に示

す。 

 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

イ－９ 

 

(イ)-14 

 

 

 

(4)-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

イ－２７ 

 

(イ)-28 

 

 

 

 

 

 

(4)-① 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

イ－２８ 

 

(イ)-29 

 

 

 

 

(4)-① 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－１ ロ章 核燃料輸送物の安全解析  

本輸送物に関する安全解析は、本輸送物が「核燃料物質等の工場又は事業所の

外における運搬に関する規則（昭和 53年 12月 28日付、総理府令第 57号）」（以

下「規則」という。）及び「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関

する技術上の基準に係る細目等を定める告示（平成２年 11月 28日付、科学技術

庁告示第５号）」（以下「告示」という。）に基づいて、ＢＭ型核分裂性輸送物とし

ての技術上の基準に適合することを示すために行った。  

なお、本輸送容器は、乾式貯蔵施設において、最長 50年間の使用済燃料の貯蔵

に供した後、輸送に使用することから、設計評価に用いる期間を 60年とし、材料

等の経年変化を考慮して安全解析を実施した。材料等の経年変化の考慮方法につ

いてはホ章に示している。 

(ロ)-1 (ロ)章 核燃料輸送物の安全解析 

本核燃料輸送物に関する安全解析は、本核燃料輸送物が「核燃料物質等の工場

又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和 53年 12月 28日付、総理府令第

57号)」(以下「外運搬規則」という。)及び「核燃料物質等の工場又は事業所の外

における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成 2年 11月 28

日付、科学技術庁告示第 5号)」(以下「外運搬告示」という。)に基づいて、経年

変化を考慮した上で BM型輸送物及び核分裂性輸送物(以下「BM型核分裂性輸送

物」という。)としての技術上の基準に適合することを示している。  

 

(4)-② 

 

〃 

 

(1)-② 

(4)-② 

〃 

 

ロ－１ Ａ．構造解析  

構造解析では、通常の輸送時において輸送物のき裂、破損等の生じないことを確

認する他、密封解析の前提となる密封装置の健全性を一般及び特別の試験条件にお

いて確認している。  

また、熱及び遮蔽解析の評価条件を得るために一般及び特別の試験条件における

輸送物の状態を評価している。  

さらに、本輸送物はＢＭ型核分裂性輸送物であるため、未臨界評価のために核分

裂性輸送物に係る一般及び特別の試験条件における輸送物の状態についても評価し

ている。 

(ロ)-1 A. 構造解析  

構造解析では、通常輸送時において核燃料輸送物に亀裂、破損等が生じないこと

を確認する他、一般及び特別の試験条件において密封解析の前提となる密封装置が

健全であることを確認した。  

また、熱及び遮蔽解析の評価条件を得るために一般及び特別の試験条件における

核燃料輸送物の状態を評価した。  

さらに、本核燃料輸送物は核分裂性輸送物であるため、核分裂性輸送物に係る一

般及び特別の試験条件における核燃料輸送物の状態についても評価した。 

 

(4)-② 

(以下同様) 

ロ－１ Ｂ．熱 解 析  

熱解析では、構造解析の評価結果に基づいて、一般及び特別の試験条件における

輸送物各部の温度及び圧力を評価し、構造、密封、遮蔽及び臨界解析の評価条件を

与えている。  

また、一般の試験条件における輸送物の近接表面温度基準（85℃）に適合するこ

とを確認している。  

(ロ)-1 B. 熱解析 

熱解析では、構造解析の評価結果に基づいて、一般及び特別の試験条件における

輸送物各部の温度及び圧力を評価し、構成部品の温度及び圧力が使用可能温度及び

圧力を超えないことを評価し、健全であることを確認するとともに、構造、密封、

遮蔽及び臨界解析の評価条件を与えた。  

また、一般の試験条件の日陰において人が容易に近づくことができる表面におけ

る温度を評価し、基準値(85℃)を超えないことを確認した。 

 

 

(4)-① 

 

 

(4)-② 

〃 

ロ－１ 

 

Ｃ．密封解析  

密封解析では、構造及び熱解析の評価結果並びに発送前検査における気密漏えい

検査合格基準に基づいて、一般及び特別の試験条件における放射性物質の漏えい率

を評価し、基準値を満足することを示している。 

(ロ)-1 C. 密封解析 

密封解析では、構造及び熱解析の評価結果並びに発送前検査における気密漏えい

検査合格基準に基づいて、一般及び特別の試験条件における放射性物質の漏えい率

を評価し、基準値を満足することを確認した。 

 

 

 

(4)-② 

ロ－１ Ｄ．遮蔽解析  

遮蔽解析では、構造及び熱解析の評価結果に基づいて、通常輸送時並びに一般及

び特別の試験条件における輸送物表面あるいは表面から１ｍ離れた位置の線量当量

率を評価し、基準値を満足することを示している。 

(ロ)-1,2 D. 遮蔽解析  

遮蔽解析では、構造及び熱解析の評価結果に基づいて、通常輸送時並びに一般及

び特別の試験条件における核燃料輸送物表面及び表面から 1m離れた位置の線量当量

率を評価し、基準値を満足することを確認した。 

 

 

(4)-② 

〃 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－２ Ｅ．臨界解析  

臨界解析では、構造解析の評価結果に基づいて、核分裂性輸送物に係る一般の試

験条件において、臨界評価に影響するような構造物の変形等が生じないことを示

し、通常輸送時における輸送物、孤立系における輸送物並びに核分裂性輸送物に係

る一般の試験条件下及び特別の試験条件下における孤立系及び配列系輸送物のいず

れの場合にも未臨界であることを示している。 

(ロ)-2 E. 臨界解析 

臨界解析では、構造解析の評価結果に基づいて、核分裂性輸送物に係る一般の試

験条件において、臨界評価に影響するような構造物の変形等が生じないことを示

し、通常輸送時における核燃料輸送物、孤立系における核燃料輸送物並びに核分裂

性輸送物に係る一般の試験条件下及び特別の試験条件下における孤立系及び配列系

の各状態のいずれの場合にも未臨界であることを確認した。 

 

 

 

(4)-② 

 

〃 

- (記載なし) (ロ)-2 F. 核燃料輸送物の経年変化の考慮 

使用予定期間中に想定される使用状況において、経年変化の要因として熱、放射

線、化学的変化による影響を評価した結果、レジン及び金属ガスケットについては

熱による経年変化の影響を考慮する必要があるが、その他の部材については技術上

の基準に適合していることを確認する上で、その影響は考慮する必要はないことを

確認した。 

また、吊上げによる荷重、運搬中の内外圧差による荷重、蓋ボルトの締付けによ

る荷重、熱膨張差による荷重を繰り返し受けることから、経年変化の要因として疲

労を考慮する必要がある。使用予定回数を踏まえた上で疲労を評価したところ、疲

労破壊が生じるおそれはないため、技術上の基準に適合していることへの影響はな

いことを確認した。 

 

(1)-② 

ロ－２ Ｆ．規則及び告示に対する適合性の評価  

以上の結果及びイ章の核燃料輸送物の説明を総合して、本輸送物の設計が規則及

び告示に定める技術基準に適合していることを示している。 

 

以下、ロ章Ａ～Ｆに各解析、評価の詳細を示す。 

(ロ)-2 G. 外運搬規則及び外運搬告示に対する適合性の評価  

以上の結果及び(イ)章の核燃料輸送物の説明を総合して、本核燃料輸送物の設計

が外運搬規則及び外運搬告示に定める技術基準に適合していることを確認した。 

 

以下、(ロ)章 A～Gに各解析、評価の詳細を示す。 

(2) 

(4)-② 

〃 

 

(2) 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ－１ (イ)－第Ｃ.７図に示す上部トラニオンは、輸送容器の吊上げ荷重に耐えられる構造

になっている。下部トラニオンは輸送容器の縦起し及び横倒し時にかかる荷重に耐えら

れる構造になっている。また輸送容器は(イ)－第Ｃ.３図に示すように、上部及び下部ト

ラニオンにより輸送架台に固定され、両トラニオンは輸送中の加速度に耐えられる。 

 

(ロ)-A-1 (イ)-第 C.7 図に示す上部トラニオンは、輸送容器の吊上げ荷重に耐えられる構造に

なっている。下部トラニオンは輸送容器の縦起こし及び横倒し時にかかる荷重に耐えら

れる構造になっている。また輸送容器は(イ)-第 C.3 図に示すように、上部及び下部ト

ラニオンにより輸送架台に固定され、両トラニオンは輸送中の加速度に耐えられる構造

になっている。 

 

 

 

(4)-② 

ロ－Ａ－２ Ａ.１.２ 設計基準 

１．設計で考慮する条件 

本輸送容器の構造設計では、「規則」及び「告示」に基づいて以下の条件等を考慮

した。 

 

（１）通常の輸送条件  

ａ．輸送容器の吊上装置としてのトラニオンは吊上荷重の３倍に耐えること。  

ｂ．固縛装置は輸送中発生する上下及び輸送方向２ｇ並びに左右方向１ｇの加速

度に耐えること。 

ｃ．輸送容器の構成部品は、運搬中に予想される最低温度-20℃から 70℃の温度

範囲において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。 

(ロ)-A-2 A.1.2 設計基準 

1. 設計で考慮する条件 

本輸送容器の構造設計では、「外運搬規則」及び「外運搬告示」に基づいて以下

の条件等を考慮した。 

(1) 通常の輸送条件 

a.輸送容器の材質間又は輸送容器の材質と収納物間において危険な物理的作用

又は化学反応の生じるおそれがないこと。 

b.密封装置は不用意に開かれないこと。 

c.輸送容器の吊上装置としてのトラニオンは吊上荷重の 3倍に耐えること。 

d.固縛装置は輸送中発生する上下及び前後方向 2g並びに左右方向 1gの加速度に

耐えること。 

e.輸送容器の構成部品は、運搬中に予想される最低温度-20～38℃の温度範囲に

おいて、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。 

 

 

(4)-② 

(以下同様) 

ロ－Ａ－２ （２）一般の試験条件  

ａ．38℃の環境に１週間放置の熱的試験に耐えること。  

ｂ．水噴霧試験に耐えること。 

ｃ．0.3ｍ自由落下試験に耐えること。 

ｄ．自重の５倍の荷重による積み重ね試験に耐えること。 

ｅ．６kg棒貫通試験に耐えること。 

 

(ロ)-A-2 

 
(2) 一般の試験条件  

次の各試験に耐えること。 

a.38℃の条件下に 1週間置くこと(以下「熱的試験」という。)。 

b.50mm/hの雨量に相当する水を 1時間吹き付けること(以下「水噴霧試験」という。)。 

c.0.3m の高さから、最大の破損を及ぼすように落下させること(以下「0.3m 自由落

下試験」という。)。 

d.自重の 5 倍に相当する荷重又は鉛直投影面積に 13kPa を乗じて得た値に相当する

荷重のうち、いずれか大きいものを 24時間加えること(以下「積み重ね試験」とい

う。)。 

e.重量が 6kg であり、直径が 3.2cm の容易に破損しない棒であって、その先端が半

球形のものを 1mの高さから当該核燃料輸送物の最も弱い部分に落下させること(以

下「6kg棒貫通試験」という。)。 

 

(4)-② 

(以下同様) 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ－２ （３）特別の試験条件  

ａ．９ｍ落下試験に耐えること。  

ｂ．１ｍ貫通試験に耐えること。  

ｃ．上記の試験条件下に置いた後、熱的試験（耐火）に耐えること。 

ｄ．15ｍの水中浸漬（0.15 MPaの外圧）試験に耐えること。 

(ロ)-A-3 (3) 特別の試験条件  

次の各試験に耐えること。 

a.9mの高さから落下させること(以下「9m 落下試験」という。)。 

b.垂直に固定した直径が 15cmであり、長さが 20cmの軟鋼丸棒であって、その上面

が滑らかな水平面であり、かつ、その端部の曲率半径が 6mm以下のものに 1mの高

さから落下させること(以下「1m 貫通試験」という。)。 

c.上記の試験条件に置いた後、800℃で、かつ平均値が最小で 0.9 の放射率を有す

る火炎の放射熱の条件下に 30分間置くこと(以下「熱的試験(火災試験)」という。)。 

d.深さ 15mの水中に 8時間浸漬させること(以下「15m浸漬試験」という。)。 

 

(4)-② 

(以下同様) 

ロ－Ａ－２ （４）原子力規制委員会の定める量を超える放射能を有する核燃料物質等を収納した核

燃料輸送物に係る追加条件 

ａ．200ｍの水中浸漬（２MPa の水圧）試験（強化浸漬試験）に耐えること。 

(ロ)-A-3 (4) 原子力規制委員会の定める量を超える放射能を有する核燃料物質等を収納した核

燃料輸送物に係る追加条件 

a. 深さ 200mの水中に 1時間浸漬させること(以下「強化浸漬試験」という。)。 

 

 

(4)-② 

ロ－Ａ－３ 

 
（５）核分裂性輸送物に係る試験条件 

ａ．次の核分裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に置き、輸送物の損傷状態を評価

すること。 

(ａ) 水噴霧試験 

(ｂ) 0.3ｍ自由落下試験  

(ｃ) 積み重ね試験 

(ｄ) ６kg棒貫通試験 

ｂ．次の核分裂性輸送物に係る特別の試験条件の下に置き、輸送物の損傷状態を評

価すること。  

(ａ) 核分裂性輸送物に係る一般の試験条件（上記ａ.）の下に置く 

(ｂ) ９ｍ落下試験 

(ｃ) １ｍ貫通試験 

(ｄ) 熱的試験（耐火） 

(ｅ) 0.9ｍの水中浸漬試験 

 

なお、核分裂性輸送物に係る一般及び特別の試験条件の中で機械的（強度）試験

においては、本輸送物が使用される最低周囲温度である-20℃から 38℃までの周囲

温度範囲を考慮する。 

 

(ロ)-A-3,4 (5) 核分裂性輸送物に係る試験条件 

a. 次の核分裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に置き、核燃料輸送物の損傷状態

を評価すること。 

(a) 以下の連続試験  

ⅰ. 水噴霧試験 

ⅱ. 0.3m自由落下試験 

(b) 積み重ね試験 

(c) 6kg棒貫通試験 

b. 核分裂性輸送物に係る特別の試験条件として、以下の(a)及び(b)のうち、最大の

破損を受ける条件の下に置き、核燃料輸送物の損傷状態を評価すること。  

(a) 次の条件の下に順次置くこと。 

ⅰ. 核分裂性輸送物に係る一般の試験条件(上記 a) 

ⅱ. ⅲの条件の下で核燃料輸送物が最大の破損を受けるような順序で次に掲げ

る条件の下に順次置くこと。 

①9m落下試験 

②1m貫通試験 

ⅲ. 熱的試験(火災試験) 

ⅳ. 深さ 0.9mの水中に 8時間浸漬させること(以下「0.9m浸漬試験」という。)。 

(b) 次の条件の下に順次置くこと。 

ⅰ. 核分裂性輸送物に係る一般の試験条件(上記 a) 

ⅱ. 15m浸漬試験 

なお、核分裂性輸送物に係る一般の試験条件及び特別の試験条件の中で機械的

(強度)試験においては、本核燃料輸送物が使用される最低周囲温度である-20～

38℃までの周囲温度範囲を考慮する。 

 

(4)-② 

(以下同様) 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ－３ ２．設計基準 

各解析項目に対して材質、温度、負荷係数等の設計条件を考慮して適用数式、要素

及び解析基準を決定した。この中で応力及び変形量に関する設計基準値は、各試験条

件に対して次のように定めた。設計条件及び解析方法の要約を(ロ)－第Ａ.１表に示

す。 

(ロ)-A-5 2. 評価基準 

各解析項目に対して材質、温度、負荷係数等の設計条件を考慮して適用数式、要素

及び解析基準を決定した。この中で応力及び変形量に関する評価基準値は、各試験条

件に対して次のように定めた。設計条件及び解析方法の要約を(ロ)-第 A.1表に示す。 

(4)-② 

 

〃 

 

ロ－Ａ－３ （２）一般の試験条件（熱的試験及び自由落下試験） (ロ)-A-5 (2) 一般の試験条件(熱的試験及び 0.3m自由落下試験) (4)-② 

ロ－Ａ－４ ｅ．外筒においては以下の基準を適用する。 

（ａ）各部位の一次引張応力は以下に示すｆｔを超えないこと。一次＋二次応力につ

いては、（ｂ）項の圧縮応力との差の最大が３倍のｆｔを超えないこと。 

(ロ)-A-6 e. 外筒においては以下の基準を適用する。 

(a) 各部位の一次引張応力は以下に示す ftを超えないこと。一次＋二次応力について

は、(ロ)章 A.1.2 の 2.(2)e.(b)の圧縮応力との差の最大が 3 倍の ftを超えない

こと。 

 

 

(4)-② 

ロ－Ａ－５ ｆ．蓋部中性子遮蔽材カバーにおいては、（２）a．に準じて評価するが、設計応力強さ

（Ｓｍ値）を材料規格２）Part3第１章表３に示す許容引張応力（Ｓ値）に読み替え

て適用する。なお、蓋部中性子遮蔽材カバーの溶接部分は、溶接効率を考慮する。 

 

(ロ)-A-6 f. 蓋部中性子遮蔽材カバーにおいては、(ロ)章 A.1.2の 2.(2)aに準じて評価するが、

設計応力強さ(Sm値)を材料規格 2)Part3 第 1章表 3に示す許容引張応力(S 値)に読み

替えて適用する。なお、蓋部中性子遮蔽材カバーの溶接部分は、溶接効率を考慮す

る。 

(4)-② 

ロ－Ａ－５ （４）特別の試験条件  (ロ)-A-7 (4) 特別の試験条件(9m落下試験、1m貫通試験及び熱的試験(火災試験)) (4)-② 

ロ－Ａ－７ 
余裕率（MS）＝ －１

解析結果

解析基準値  
(ロ)-A-8 

 MS=
解析基準値

解析結果
－1 

(4)-② 

ロ－Ａ－７ 注）設計降伏点、設計引張強さ、縦弾性係数等の値は、ロ章Ａ.３ に示す引用文献中

で与えられている温度依存データを内挿することによって求める。 

(ロ)-A-9 注) 設計降伏点又は降伏応力、設計引張強さ又は引張強さ、縦弾性係数等の値は、

(ロ)章 A.3に示す引用文献中で与えられている温度依存データを内挿することによっ

て求める。 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違い

は省略する。 

変
更
前 

ページ ロ－Ａ－８ 

 

 

 

 

変
更
後 

ページ (ロ)-A-4 

 

 

 

 

変
更
内
容 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違い

は省略する。 

変
更
前 

ページ ロ－Ａ－９ 

 

 

 

変
更
後 

ページ (ロ)-A-11 

 

変
更
内
容 

(4)-①、(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違い

は省略する。 

変
更
前 

ページ ロ－Ａ－１０ 

 

変
更
後 

ページ (ロ)-A-12 

 

変
更
内
容 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違い

は省略する。 

変
更
前 

ページ ロ－Ａ－１１ 

 

 

変
更
後 

ページ (ロ)-A-13 

 

 

変
更
内
容 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違い

は省略する。 

変
更
前 

ページ ロ－Ａ－１２ 

 

 

変
更
後 

ページ (ロ)-A-14 

 

 

変
更
内
容 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違い

は省略する。 

変
更
前 

ページ ロ－Ａ－１３ 

 

 

 

変
更
後 

ページ (ロ)-A-15 

 

 

 

 

変
更
内
容 

(4)-② 

 

  

24



 

別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違い

は省略する。 

変
更
前 

ページ ロ－Ａ－１４ 

 

 

変
更
後 

ページ (ロ)-A-16 

 

 

変
更
内
容 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違い

は省略する。 

変
更
前 

ページ ロ－Ａ－１５ 

 

 

変
更
後 

ページ (ロ)-A-17 

 

 

変
更
内
容 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違い

は省略する。 

変
更
前 

ページ ロ－Ａ－１６ 

 

 

 

 
 

変
更
後 

ページ (ロ)-A-18 

 

 

 

 

変
更
内
容 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違い

は省略する。 

変
更
前 

ページ ロ－Ａ－１７ 

 

 

 

変
更
後 

ページ (ロ)-A-19 

 

 

 

変
更
内
容 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違い

は省略する。 

変
更
前 

ページ ロ－Ａ－１８ 

 

 

 

 

変
更
後 

ページ (ロ)-A-20 

 

 

 

 

変
更
内
容 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違い

は省略する。 

変
更
前 

ページ ロ－Ａ－１９ 

 

 

変
更
後 

ページ (ロ)-A-21 

 

 

変
更
内
容 

(4)-② 

 

30



 

別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ 

－２０ 
Ａ.２ 重量及び重心 

輸送物の重量は、イ章Ｃ.5 に記載したとおり 132.2トン以下である。また、輸送物

の重心の位置Ｚは、各部位の重量Ｗi と重心位置Ｚiから、下式により求めた。 

 Ｚ＝ 
ΣＷi･Ｚi

ΣＷi
 

 ここで、Ｗi： 輸送物各部位のノミナル重量（kg） 

     Ｚi： 下部緩衝体の端面を基準とした輸送物各部位の重心位置（mm） 

輸送物の重心位置は、(ロ)－第Ａ.１図に示すとおりである。  

 

(ロ)-A-22 A.2 重量及び重心 

核燃料輸送物の重量は、(イ)章 Cの 5に記載したとおり 132.2トン以下である。ま

た、核燃料輸送物の重心の位置 Zは、各部位の重量 Wiと重心位置 Ziから、下式により

求めた。 

Z=
ΣW

i
・Zi

ΣW
i

 

 ここで、 

Wi：核燃料輸送物各部位のノミナル重量(kg) 

Zi：下部緩衝体の端面を基準とした核燃料輸送物各部位の重心位置(mm) 

核燃料輸送物の重心位置は、(ロ)-第 A.1図に示すとおりである。 

(4)-② 

(以下同様) 

ロ－Ａ 

－２０ 

 

(ロ)-A-22 

 

(4)-② 

(以下同様) 

ロ－Ａ 

－３８ 
Ａ.４ 輸送物の要件 

Ａ.４.１ 化学的及び電気的反応 

輸送物構成部品及び輸送容器と収納物の間で接触する異種材料の一覧を(ロ)－

第Ａ.３表に示す。 

(ロ)-A-39 A.4 核燃料輸送物の要件 

A.4.1 化学的及び電気的反応 

本核燃料輸送物は、(イ)-第 C.1 表に示すとおり化学的に安定した材料を使用し

ている。また核燃料輸送物構成部品及び輸送容器と収納物の間が相互に接触する異

種材料の一覧を(ロ)-第 A.3表に示す。 

(2) 

 

(4)-② 

〃 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ 

－３７ 
一次蓋、二次蓋、三次蓋と各蓋ボルト、金属ガスケット及び Oリングの間では、化学的

及び電気的に作用して問題になるような腐食を起こすことはない。 

(ロ)-A-39 一次蓋、二次蓋、三次蓋と各蓋ボルト、金属ガスケット及び Oリングの間では、化学

的及び電気的に作用して問題になるような腐食を起こすことはない。 

伝熱フィンと胴及び外筒の接合部は、密閉静止した淡水環境における銅が接続した鋼

の腐食試験において鋼単独の場合の腐食速度と同程度になることが確認されているこ

と、及びレジンより生じる水分量は限定的であり、レジン充填空間は閉鎖環境にあって

酸素が連続的に供給されないことから、異種金属接触による腐食促進の影響は小さく、

化学的及び電気的な反応による腐食の影響はない。 

 

 

(4)-① 

 

ロ－Ａ 

－３９ 
Ａ.４.２ 低温強度 

本輸送物は周囲温度-20℃以上で使用する。 

(ロ)-A-41 A.4.2 低温強度 

本核燃料輸送物は周囲温度-20℃以上で使用する。 

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－３９ 
１．構成部品の低温特性 

イ章Ｃの３.に示す本輸送容器の使用材料の低温特性を(ロ)－第Ａ.４表に示す。 

同表より明らかなように、最低温度-20℃において構成部品はき裂、破損等の生じる

おそれはない。 

(ロ)-A-41 1. 構成部品の低温特性 

(イ)章 Cの 3に示す本輸送容器の使用材料の低温特性を(ロ)-第 A.4表に示す。 

同表より明らかなように、最低温度-20℃において構成部品は亀裂、破損等の生じる

おそれはない。 

 

 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ 

－３９ 

 

(ロ)-A-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)-② 

 

 

 

 

 

〃 

 

〃 

 

(4)-① 

ロ－Ａ 

－３９ 
２．低温時の強度 

構造評価に用いる主要材料は、金属キャスク構造規格１）のじん性要求を満足するよ

うに製造するので、-20℃において低温脆性破壊を起こすことはない。 

(ロ)-A-42 2. 低温時の強度 

構造評価に用いる主要材料は、金属キャスク構造規格 1)の破壊靱性要求を満足する

ように製造するので、-20℃において低温脆性破壊を起こすことはない。 

蓋ボルト材料は金属キャスク構造規格 MCM-1300 の破壊靱性要求を満足するように

製造するので、-20℃において低温脆性破壊を起こすことはない。 

トラニオン材料は金属キャスク構造規格 MCM-3300 の破壊靱性要求を満足するよう

に製造するので、-20℃において低温脆性破壊を起こすことはない。 

 

(4)-② 

 

(4)-① 

ロ－Ａ 

－４１ 
輸送物吊上重量はイ章Ｃの５．に示すように垂直吊り時（緩衝体なし）は、120.5 ト

ン以下である。垂直吊り時には２個のトラニオンを使用するので１個のトラニオンに作

用する荷重Ｆ（N）は、次式により求められる。 

(ロ)-A-44 核燃料輸送物吊上重量は(イ)章 Cの 5に示すように垂直吊り時(緩衝体なし)は、120.5

トン以下である。垂直吊り時には 2個のトラニオンを使用するので 1個のトラニオンに

作用する荷重 F(N)は、次式により求められる。 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ 

－４１ 
ａ：安全係数＝3（-） (ロ)-A-44 a：安全係数=3(-) 10) (4)-① 

ロ－Ａ 

－４１ 
ただし、Ｍ：曲げモーメント（N･mm） (ロ)-A-44 ここで、 

M：曲げモーメント(N･mm) 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－４１ ここに、Ｉ ＝ ( )4ｉ

4

ｏ－ｄｄ ・
64

π  
(ロ)-A-44 ここで、 

I= ( )4ｉ

4

ｏ－ｄｄ ・
64

π  

(4)-② 

ロ－Ａ 

－４２ 

 

(ロ)-A-45 

 

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－４４ 

 

(ロ)-A-47 

  

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－４７ 
以上より、使用計画回数は許容繰返し回数を十分下回っており、トラニオンの疲労強

度は十分である。 

(ロ)-A-50 4. まとめ 

使用計画回数は許容繰返し回数を十分下回っており、トラニオンは十分な疲労強度

を有している。 

以上より、トラニオンの疲労破壊が生じるおそれはない。 

(4)-① 

(以下同様) 

ロ－Ａ 

－４７ 
Ａ.４.５ 固縛装置 

本輸送物は、(イ)－第Ｃ.３図に示すように上部及び下部のトラニオンを使用して

輸送架台に固定される。 

(ロ)-A-50 A.4.5 固縛装置 

本核燃料輸送物は、(イ)-第 C.3 図に示すように上部及び下部のトラニオンを使用

して輸送架台に固定される。 

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－４７ 
ただし、ＦＶ：上部トラニオンに作用する上下方向荷重（N） (ロ)-A-51 ここで、 

FV：上部トラニオンに作用する上下方向荷重(N) 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－４９ 
注２）上部側のトラニオン受けはスライド機構となっているので上部トラニオンに荷

重は作用しない。 

(ロ)-A-53 注 2) 上部側のトラニオン受けはスライド機構となっているので上部トラニオンに前後

方向の荷重は作用しない。 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－５０ 

 

(ロ)-A-54 

 

 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ 

－５１ 
Ａ.４.６ 圧 力 

本輸送物の一般の試験条件下での胴内の最大内圧は 0.0815 MPa であり、外気圧が

60 kPa (0.060 MPa)まで降下した場合には、差圧は 0.0215 MPa Gとなる。また、胴、

二次蓋と三次蓋に囲まれた空間（以下、二三次蓋間という。）の最大内圧は 0.281 MPa

であり、外気圧が 60 kPa(0.060 MPa)まで降下した場合には、差圧は 0.221 MPa Gで

ある。 

後述するように、一般の試験条件の熱的試験において、胴内と外気圧との差圧を 

0.101325 MPa G、二三次蓋間の最大内圧と外気圧との差圧を 0.25 MPa Gとした条件

の下で構造健全性を確認しており、十分な裕度がある。したがって上記の圧力降下が

生じた場合にも輸送容器の健全性を損なうことはない。 

(ロ)-A-55 A.4.6 圧力 

本核燃料輸送物の一般の試験条件下での胴内の最大内圧は 0.0815MPaであり、外気

圧が 60kPa(0.060MPa)まで降下した場合には、差圧は 0.0215MPaGとなる。また、胴、

二次蓋と三次蓋に囲まれた空間(以下「二三次蓋間」という。)の最大内圧は 0.281MPa

であり、外気圧が 60kPa(0.060MPa)まで降下した場合には、差圧は 0.221MPaGである。 

後述するように、一般の試験条件の熱的試験において、胴内と外気圧との差圧を

0.101325MPaG、二三次蓋間の最大内圧と外気圧との差圧を 0.25MPaG とした条件の下

で構造健全性が維持され、亀裂、破損等の生じるおそれはないこと及び Oリング取付

け位置での相対口開き変形量が Oリングの初期締付代より小さいことを確認している

ことから、上記の圧力降下が生じた場合にも核燃料輸送物の健全性が損なわれること

はない。 

 

(4)-② 

 

 

 

 

 

(4)-① 

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－５１ 
Ａ.４.７ 振 動 

本輸送容器はイ章Ｃの１.で述べたように固縛装置によって２箇所で輸送架台に固

定されている（(イ)－第Ｃ.３図参照）。本輸送物を(ロ)－第Ａ.７図のとおり両端支持

の梁と考えると、輸送物のｎ次の固有振動数ｆｎは次式で示される 12）。  

(ロ)-A-55 A.4.7 振動 

本輸送容器は(イ)章 Cの 1で述べたように固縛装置によって 2箇所で輸送架台に固

定されている((イ)-第 C.3図参照)。本核燃料輸送物を(ロ)-第 A.7図のとおり両端支

持の梁と考えると、核燃料輸送物の n次の固有振動数 fnは次式で示される 14)。  

 

 

(4)-② 

〃 

ロ－Ａ 

－５１ 
ただし、  λ ：境界条件と振動形によって定まる無次元定数（-） (ロ)-A-55 ここで、 

λ：境界条件と振動形によって定まる無次元定数(-) 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－５１ 
Ｗ ：輸送物重量（kg） (ロ)-A-55 W：核燃料輸送物重量(kg)  (4)-② 

ロ－Ａ 

－５１ 
ただし、 ｄ２：胴外径（mm）  (ロ)-A-55 ここで、 

d2：胴外径(mm) 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－５１, 

５２ 

ここで、最も振動数の低い一次の固有振動数を計算する。λ＝π（両端支持の一次固

有振動に対する定数）として、計算条件と計算結果を(ロ)－第Ａ.11 表に示す。一方、

輸送中に車両の最大加速度と振動数の関係において貨物に与える影響の大きな振動数

域は大部分が 10 Hz以下であるため、輸送物に与える影響はない。 

また、三次蓋は振動等により緩まないよう、Ａ.４.５にて考慮した左右方向加速度

１ｇと下方向加速度３ｇによる三次蓋の慣性力（6×104 N）より十分大きい摩擦力（

 N）が生じるようにボルトによって強固に締め付けられており、振動等によって

緩むことはない。 

 

(ロ)-A-56 ここで、最も振動数の低い一次の固有振動数を計算する。λ=π(両端支持の一次固有

振動に対する定数)として、計算条件と計算結果を(ロ)-第 A.11表に示す。一方、輸送中

の振動により核燃料輸送物に作用する励振力の大きな振動数域は大部分が 10Hz 以下で

あり、十分離れた固有振動数を有しているため、励振力による核燃料輸送物の応答増幅

の影響はなく、輸送中の振動による荷重は、(ロ)章 A.4.3 の一般の試験条件の 0.3m 自

由落下試験に包絡されることから、核燃料輸送物は予想される振動等によって亀裂、破

損等の生じるおそれはない。 

また、三次蓋は振動等により緩まないよう、(ロ)章 A.4.5にて考慮した左右方向加速

度 1g と下方向加速度 3g による三次蓋の慣性力(6×104N)より十分大きい摩擦力

( N)が生じるようにボルトによって強固に締め付けられており、振動等によって緩

むことはない。 

 

 

(4)-① 

 

 

 

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－５２ 

 

(ロ)-A-56 

 

 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ 

－５３ 
Ａ.４.８ 輸送物の要件に対する評価結果の要約 

以上の結果より通常の輸送時における輸送物の要件に対する評価結果の要約を

(ロ)－第Ａ.12表に示す。 

(ロ)-A-57 A.4.8 核燃料輸送物の要件に対する評価結果の要約 

以上の結果より通常の輸送時における核燃料輸送物の要件に対する評価結果の要

約を(ロ)-第 A.12表に示す。 

(4)-② 

〃 

ロ－Ａ 

－５３ 

 

(ロ)-A-58 

 

(4)-② 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)-① 

 

〃 

 

 

 

〃 

ロ－Ａ 

－５４ 
１．温  度  

一般の試験条件下における輸送物各部の温度分布はロ章Ｂの熱解析から求まる。各

部位の最高温度と解析基準値として定める温度を(ロ)－第Ａ.13表に示す。 

(ロ)-A-59 1. 温度 

一般の試験条件下における核燃料輸送物各部の温度分布は(ロ)章 Bの熱解析から求

まる。各部位の最高温度と解析基準値として定める温度を(ロ)-第 A.13表に示す。 

 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ 

－５５ 
なお、側部、蓋部及び底部における中性子遮蔽材充填空間については、長期貯蔵後の

中性子遮蔽材の劣化に伴う圧力上昇を考慮して、側部を  MPa G （  MPa）、

蓋部を  MPa G（  MPa）、底部を  MPa G （  MPa）とする。 

 

 

 

 

 

  

(ロ)-A-60 なお、蓋部及び底部中性子遮蔽材充填空間については、長期貯蔵後の中性子遮蔽材の

劣 化 に 伴 う 圧 力 上 昇 を 考 慮 し て 、 蓋 部 を MPaG( MPa) 、 底 部 を

MPaG( MPa)とする。蓋部及び底部中性子遮蔽材充填空間は外気から隔離され

ている密封系であり、中性子遮蔽材は製造時の雰囲気温度が常温である条件下で充填さ

れ、充填後に圧力が解放されることはないため、最低温度を常温として設定した圧力は

妥当である。 

側部中性子遮蔽材充填空間については、長期貯蔵後の中性子遮蔽材の劣化に伴う圧力

上昇を考慮して、 MPaG( MPa)とする。側部中性子遮蔽材充填空間の圧力は輸

送前の保守により圧力が解放される。この圧力は、圧力解放時の周囲温度が-20℃であっ

た場合、温度上昇により圧力解放時の周囲温度が 20℃であった場合に比べて側部中性子

遮蔽材充填空間で最大 %増加する可能性がある。この圧力上昇による外筒の応力増加

は、圧力上昇分の %がそのまま発生応力の増加に寄与すると保守的に仮定した場合でも

5MPa 程度であり、(ロ)章 A.5.3 の一般の試験条件の 0.3m 落下事象において解析基準値

に対して 5MPa以上の余裕を有することを確認している 

(4)-① 

 

ロ－Ａ 

－５５ 
Ａ.５.１.２ 熱 膨 張 

輸送容器には熱膨張により応力が発生する。発生応力の計算はＡ.５.１.３に示

す。 

(ロ)-A-

60,61 
A.5.1.2 熱膨張 

輸送容器には熱膨張により応力が発生する。発生応力の計算は(ロ)章 A.5.1.3に

示す。 

なお、本核燃料輸送物は周囲温度-20～38℃の温度範囲において使用するが、当該

温度範囲における核燃料輸送物の各部品の熱膨張に伴う寸法変化は十分に小さく、

最も熱膨張の差の大きいバスケットと胴においてバスケットの最大公差及び熱膨張

を考慮した場合でも隙間が 0.9mmあり部品同士の干渉は生じないため、周囲温度の

変化により亀裂、破損等の生じるおそれはない。  

 

(4)-②  

 

(4)-① 

 

ロ－Ａ 

－５５ 
１．容器本体  

本項では、一般の試験条件下における容器本体（本体（胴、底板、外筒及び底部

中性子遮蔽材カバー）、一次蓋（蓋板及び蓋部中性子遮蔽材カバー）、二次蓋、三

次蓋及び蓋ボルトからなる構造体をいう。）各部の応力計算を行う。Ｂ.４.２に示

す温度分布及び輸送容器に作用する圧力を荷重条件とし、解析は有限要素法による

ABAQUSコードを用いて行う。  

(ロ)-A-61 1. 容器本体  

本項では、一般の試験条件下における容器本体(本体(胴、底板、外筒及び底部中

性子遮蔽材カバー)、一次蓋(蓋板及び蓋部中性子遮蔽材カバー)、二次蓋、三次蓋及

び蓋ボルトからなる構造体をいう。)各部の応力計算を行う。(ロ)章 B.4.2に示す温

度分布及び輸送容器に作用する圧力を荷重条件とし、解析は有限要素法による

ABAQUSコードを用いて行う。  

 

 

 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ 

－５８ 

 

 

(ロ)-A-63 

 

 

 

(4)-① 

(以下同様) 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ 

－５９ 
ａ．圧力による応力解析結果  

(ロ)－第Ａ.10 図に示す主要な評価位置における圧力による応力の評価結果を(ロ)

－第Ａ.15 表に示す。表に示すように、いずれの応力もＡ.１.２に定めた解析基準値

以下である。 

(ロ)-A-64 a. 圧力による応力解析結果 

(ロ)-第 A.10 図に示す主要な評価位置における圧力による応力の評価結果を(ロ)-

第 A.15 表に示す。表に示すように、いずれの応力も(ロ)章 A.1.2 に定めた解析基準

値以下である。  

 

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－６１ 

 

(ロ)-A-66 

 

 

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－６２ 

 

(ロ)-A-67 

 

 

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－６３ 
ｂ． 圧力による応力と熱応力との組合わせに対する容器本体の（一次＋二次）応力と蓋

ボルトの応力評価結果 

ａ．で求めた圧力による応力と熱応力との組合わせに対する容器本体の（一次＋二次）

応力と蓋ボルトの応力評価結果を(ロ)－第Ａ. 16 表に示す。この表から明らかなよう

に、容器本体及び蓋ボルトはＡ.１.２の解析基準値を満足し、健全性を保つ。 

(ロ)-A-68 b. 圧力による応力と熱応力との組合せに対する容器本体の(一次＋二次)応力と蓋ボル

トの応力評価結果 

a.で求めた圧力による応力と熱応力との組合せに対する容器本体の(一次＋二次)応力

と蓋ボルトの応力評価結果を(ロ)-第 A.16 表に示す。この表から明らかなように、容器

本体及び蓋ボルトは(ロ)章 A.1.2の解析基準値を満足し、健全性を保つ。 

 

 

 

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－６４ 

 

(ロ)-A-69 

 

 

 

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－６５ 

 

(ロ)-A-70 

 

 

 

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－６５ 
注２）σｍ：平均引張応力       σｍ＋σｂ：平均引張応力＋曲げ応力 (ロ)-A-70 注 2) σm：平均引張応力、σb：曲げ応力 (4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ 

－６６ 
Ａ.５.１.４ 許容応力との比較  

一般の試験条件の熱的試験において容器本体に発生する応力は、Ａ.５.１.３に示

すように解析基準値を満足しており、健全性は維持される。 

また、三次蓋と本体の Oリング取付け位置での相対口開き変形量は 0.2 mmであり、

Oリングの初期締付け代  mmより小さく、密封性が損なわれることはない。 

 

(ロ)-A-71 A.5.1.4 許容応力との比較  

一般の試験条件の熱的試験において容器本体に発生する応力は、(ロ)章 A.5.1.3に

示すように解析基準値を満足しており、健全性は維持される。 

なお、一次蓋ボルト、二次蓋ボルト及び三次蓋ボルトは、それぞれ一次蓋、二次蓋

及び三次蓋との温度の差及び熱膨張係数の差が小さく、軸力の変化は軽微であること

から、緩みや破損を生じることはない。 

また、三次蓋と本体の Oリング取付け位置での相対口開き変形量は 0.2mmであり、

Oリングの初期締付け代 mmより小さく、密封性が損なわれることはない。 

次に、疲労強度について評価する。評価は、密封境界を構成する部材で発生応力が

比較的高く、複数容器間で共用するため使用計画回数が最も多い三次蓋及び三次蓋ボ

ルトを代表として行う。設計疲労線図 1)より、許容繰返し回数は、事象ごとに異なる

ものの、三次蓋は 1.0×106回、三次蓋ボルトは 3.9×102回である。一方で使用期間中

に想定される三次蓋及び三次蓋ボルトの使用計画回数は 200 回(構内輸送時使用回数

10回、再処理工場への輸送時使用回数 10回、輸送容器 10基での共用を想定し保守的

に設定。)であり、許容繰返し回数を十分下回っていることから、三次蓋及び三次蓋ボ

ルトの疲労強度は充分である。 

以上より、輸送容器本体各部及び蓋ボルトの疲労破壊が生じるおそれはない。 

 

(4)-② 

 

(4)-① 

 

 

 

 

〃 

ロ－Ａ 

－６６ 
Ａ.５.２ 水噴霧  

本輸送容器の外側はステンレス鋼又は塗装を施した炭素鋼であり、水噴霧に対して

吸水による脆化により密封性が損なわれたり、水溜りによる腐食が発生することがな

いため線量当量率の増加等を生じることはない。 

(ロ)-A-71 A.5.2 水噴霧 

本輸送容器の外側はステンレス鋼又は塗装を施した炭素鋼であり、水噴霧に対して

吸水による脆化のため密封性が損なわれることや、水溜りによる腐食が発生すること

がないため線量当量率の増加等を生じることはない。 

 

 

(4)-② 

 

ロ－Ａ 

－６７ 

 

Ａ.５.３.１ 落下時の緩衝体の変形量と衝撃加速度 

ここでは、Ａ.１.２のうち、一般の試験条件の自由落下試験において規則及び告示

に規定された輸送物の健全性について評価を行う。本輸送物の最大総重量は 132.2ト

ンであるため、告示により、落下高さは 0.3ｍとなる。輸送物が 0.3ｍ落下した場合、

その落下エネルギーは容器本体の上下部に取り付けられた緩衝体の変形によって吸

収される。 

(ロ)-A-72 A.5.3.1 落下時の緩衝体の変形量と衝撃加速度 

ここでは、(ロ)章 A.1.2のうち、一般の試験条件の自由落下試験において外運搬規

則及び外運搬告示に規定された輸送物の健全性について評価を行う。本核燃料輸送物

の最大総重量は 132.2トンであるため、外運搬告示により、落下高さは 0.3mとなる。

核燃料輸送物が 0.3m 落下した場合、その落下エネルギーは容器本体の上・下部に取

り付けられた緩衝体の変形によって吸収される。 

 

(4)-② 

(以下同様) 

ロ－Ａ 

－６７ 
（１）解析する落下姿勢 

輸送物の落下姿勢として次の３種類を考える。((ロ)－第Ａ.11図参照) 

(ロ)-A-72 (1) 解析する落下姿勢 

核燃料輸送物の落下姿勢として次の 3種類を考える。((ロ)-第 A.11図参照) 

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－６７ 
（２）解析方法  

① 輸送物の落下エネルギーは緩衝体の弾塑性変形によって全て吸収されるものと

する。この仮定では、緩衝体を除いた輸送物及び落下試験台を剛体とし、落下エ

ネルギーの振動及び熱等への消費を無視することになるので、落下による緩衝

体の変形を大きく評価し安全側の解析となる。  

② 解析に用いる輸送物の重量に関する数値は、イ章Ｃの５．で示した通常輸送時に

おける輸送物最大総重量 132.2トンを用いる。 

(ロ)-A-72 (2) 解析方法 

①核燃料輸送物の落下エネルギーは緩衝体の弾塑性変形によって全て吸収される

ものとする。この仮定では、緩衝体を除いた核燃料輸送物及び落下試験台を剛体

とし、落下エネルギーの振動及び熱等への消費を無視することになるので、落下

による緩衝体の変形を大きく評価し安全側の解析となる。 

②解析に用いる核燃料輸送物の重量に関する数値は、(イ)章 C.5で示した通常輸送

時における核燃料輸送物最大総重量 132.2トンを用いる。 

 

(4)-② 

(以下同様) 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ 

－６７ 
ただし、 

ＥＫ ：輸送物の落下エネルギー（N･mm） 

ｍ  ：輸送物最大総重量（kg） 

(ロ)-A-72 ここで、 

EK：核燃料輸送物の落下エネルギー(N･mm) 

m：核燃料輸送物最大総重量(kg) 

(4)-② 

(以下同様) 

ロ－Ａ 

－６８ 
(ロ)－第Ａ.11図 0.3ｍ落下試験での落下姿勢 (ロ)-A-73 (ロ)-第 A.11図 0.3m自由落下試験での落下姿勢 (4)-② 

ロ－Ａ 

－６９ 

 

(ロ)-A-74 

 

(4)-② 

(以下同様) 

ロ－Ａ 

－６９ 
④ 衝撃力については解析と実験との比較検証により得られた誤差±20 ％を考慮した

負荷係数 1.2 13）を③で求められる衝撃力に乗じる。また変形領域内に存在する内部

リブについては衝撃力のみを考慮する。 

(ロ)-A-74 ④衝撃力については解析と実験との比較検証により得られた誤差±20%を考慮した負荷

係数 1.2 15)を③で求められる衝撃力に乗じる。さらに、変形領域内に存在する内部の

リブによる衝撃力を加算する。これは内部のリブのステンレス鋼の平均圧潰応力(設

計降伏点と設計引張強さの平均=363MPa)にリブの断面積を乗じて求められる。 

 

(4)-① 

〃 

ロ－Ａ 

－７４ 
２．落下時の緩衝体の変形量と衝撃加速度 

１．に示した方法により求めた落下エネルギーＥＫに対応する変形量δと衝撃加速

度ＧＡを(ロ)－第Ａ.18表に示す。 

(ロ)-A-79 2. 落下時の緩衝体の変形量と衝撃加速度 

(ロ)章 A.5.3.1の 1に示した方法により求めた落下エネルギーEKに対応する変形量

δと衝撃加速度 GAを(ロ)-第 A.18表に示す。 

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－７４ 
Ｆ：解析で求めた衝撃力（N） 

ｍ：輸送物重量（kg） 

(ロ)-A-79 F：解析で求めた衝撃力(N) 

m：核燃料輸送物重量(kg) 

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－７５ 
(ロ)－第Ａ.18表 自由落下試験時の衝撃加速度と緩衝体の変形量 (ロ)-A-80 (ロ)-第 A.18表 0.3m自由落下試験時の衝撃加速度と緩衝体の変形量 (4)-② 

ロ－Ａ 

－７５ 
Ａ.５.３.２ 落下時の応力計算 

0.3ｍ落下時の衝撃力に対して、容器本体は十分な強度で密封性を保持することを

示す。また、胴内のバスケット及び燃料集合体が健全性を維持することを示す。 

(ロ)-A-80 A.5.3.2 落下時の応力計算 

0.3m自由落下試験時の衝撃力に対して、容器本体は十分な強度で密封性を保持する

ことを示す。また、胴内のバスケット及び燃料集合体が健全性を維持することを示す。  

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－７５ 
ａ．解析モデル 

Ａ.５.１.３と同様に、主に三次元有限要素を用いた(ロ)－第Ａ.８図に示す三次元

1/2解析モデルを用いる。 

(ロ)-A-80 a. 解析モデル 

(ロ)章 A.5.1.3と同様に、主に三次元有限要素を用いた(ロ)-第 A.8図に示す三次元

1/2解析モデルを用いる。 

 

(4)-② 

ロ－Ａ 

－７５ 
① 荷重条件  

頭部垂直落下時に作用する荷重は次のとおりである。 

(ロ)-A-80 ①荷重条件  

0.3m 自由落下試験のうち頭部垂直落下(以下「頭部 0.3m 垂直落下」という。)時に

作用する荷重は次のとおりである。 

 

(4)-② 

 

ロ－Ａ 

－７６ 
底部垂直落下時に作用する荷重は次のとおりである。 (ロ)-A-81 0.3m自由落下試験のうち底部垂直落下(以下「底部 0.3m垂直落下」という。)時に作

用する荷重は次のとおりである。 

(4)-② 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ 

－７７ 

 

(ロ)-A-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)-① 

(以下同様) 
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別紙記載事項の変更前後比較表 

注記）変更箇所を   で示す。なお、誤字・脱字や書式・体裁・項番号の訂正、図表追加等に伴う図表番号の振り直し及び表現の統一のための違いは省略する。 

ページ 変更前 ページ 変更後 変更内容 

ロ－Ａ 

－７８ 

 

(ロ)-A-83 

 

 

 

 

(4)-① 

(以下同様) 
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